
都市計画法第３４条第１４号 

 
大網白里市都市整備課 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 
 
都市計画法 第３４条第１４号 

 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化

を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行

為 

 
 市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と

認められる開発行為のうち、開発審査会に諮問できるものは次に掲げるものとします。 

 

 なお、大網白里市都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例（令和３年条例第２６号）に

より、千葉県開発審査会提案基準において専用住宅を目的とする開発行為等については、千葉県開発

審査会の議を経ることなく、許可／不許可の判断が可能となりました。 

 

１ 千葉県開発審査会提案基準                                   
 

1 分家住宅 条例 

2 収用対象事業の施行による移転又は除却  

3 社寺仏閣及び納骨堂  

4 既存集落内の自己用住宅 条例 

5 準公益的施設  

6 既存適法建築物の増改築 一部条例 

7 災害危険区域などに存する建築物の移転  

8 屋外施設等の付帯施設を建築する目的で行う建築行為等  

9 既存の権利者の届出を怠った者が行う開発行為等  

10 
宅地開発を目的として造成された区域内の土地における建築行為
等 

条例 

11 
宅地開発事業の基準に関する条例に基づく確認を受けて造成が行
われた土地に建築するもの 

一部条例 

12 
災害防止上又は土地利用上住環境の整備をすることが必要と認め
られる土地における開発行為 

廃止 

13 大規模既存集落（指定既存集落）内の小規模開発等 本市対象外 

14 大規模な流通業務施設及び特定流通業務施設  

15 
有料老人ホームのうち、設置及び運営が県の定める基準等に適合
する優良なもの 

 

16 工場、研究所及び有料老人ホームに従事する者の社宅及び寮  

17 学校教育法に基づく大学（短期大学含む。）における学生寮  

18 病院の看護師寮  

19 幹線道路の沿道における大型自動車の修理工場 本市対象外 
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20 介護老人保健施設  

21 既存適法第一種特定工作物の増改築  

22 地域振興を図るための工場（成田市、酒々井町） 本市対象外 

23 線引前から宅地になっている土地における建築行為 条例 

24 ヘリポート関連施設 廃止 

25 
コンクリート廃材リサイクルプラントを建設する目的で行う開発
行為 

 

26 改良土プラントを建設する目的で行う開発行為  

27 土地区画整理事業等の施行による既存用途不適格建築物等の移転  

28 住居系地域における既存用途不適格建築物等の移転  

29 市町村営住宅を建設する目的で行う開発行為等  

30 空港周辺地域の屋外駐車場付帯事業所の建築行為等 本市対象外 

31 納骨堂を建築する目的で行う開発行為等  

32 
許認可・確認等を受け造成された区域における宅地の再分割の開
発行為等 

 

33 木材の卸売りのために開設される市場の開発行為等 認定休止中 

34 病院または診療所に通院する患者の利便性を目的とした薬局  

35 農産物の直売所のための開発行為 廃止 

36 
使用済自動車の再資源化等に関する法律第２条第１３項の「解体
業」または第１４条の「破砕業」に係る既存の解体作業場等 

 

37 社会福祉施設等  

38 医療施設  

39 学校  

40 国、県等が行った開発許可適用除外造成地における建築行為  

41 地域包括支援センター  

42 地域再生のための用途変更等  

43 地域経済牽引事業  

44 農林水産業の持続的な発展を図るための開発行為等  

 
 詳細については、千葉県の「開発許可制度の解説（都市計画法編）」又は千葉県ホーム
ページ（http://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/kaihatsukoui/kisei/kaisetus-01.html）
を参照してください。 


